
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年９月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２６年２月１３日 １４時００分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津市唐津港西港 

 唐津港西港大島防波堤灯台から真方位１５５°６６０ｍ付近 

（概位 北緯３３°２８.４′ 東経１２９°５７.６′） 

事故調査の経過  平成２６年３月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第五げんかい、４１８トン 

   １３５４７８、唐津湾海区砂採取協同組合 

   ２９.１３ｍ×１０.００ｍ×７.５３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、２,９４２kＷ（合計）、平成１０年９月

４日 

Ｂ バージ 第五げんかい、約４,３３３トン 

   なし、唐津湾海区砂採取協同組合 

   １０４.４５ｍ×２１.００ｍ×７.５０ｍ、鋼 

   機関なし、平成１０年９月（製造年） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５９歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４９年７月５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年８月１１日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１０月３日 

二等機関士 男性 ５７歳 

 四級海技士（機関）（機関限定） 

  免 許 年 月 日 平成１２年１１月１７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年７月２７日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１１月１６日 

甲板員 男性 ５６歳 

 海技免状等 なし 

 死傷者等 重傷 １人（二等機関士） 

 損傷 なし 

 事故の経過  Ａ船は、船長、一等航海士、二等機関士及び甲板員ほか２人が乗り
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組み、無人のＢ船を押航して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）

を構成し、平成２６年２月１３日０８時００分ごろ、唐津港西港の岸

壁に右舷側を着岸し、海砂の荷揚げ作業を開始した。 

荷揚げ作業は、Ｂ船に設備されたディスチャージャと称する荷役設

備が使用され、ディスチャージャ本体が船倉両舷側壁上部に設置され

たレールで船首尾方向に移動し、船倉幅のグラブで海砂をつかんで巻

上げウィンチで引き揚げ、引き揚げたグラブの直下にディスチャージ

ャ本体に組み込まれた‘フィーダコンベヤ付き走行ホッパ’（以下

「ホッパ」という。）が移動してホッパ内に海砂が落とされた後、ホ

ッパがディスチャージャ本体内を移動して舷側のコンベヤに海砂を送

り出して荷揚げ場所に運ぶ工程で行われていた。 

（写真１、付図１参照） 

 

写真１ ディスチャージャ操作室から見たグラブ及びホッパ 
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付図１ ディスチャージャの構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷揚げ作業は、乗組員３人で行っており、甲板員は、右舷側にある

操作室でディスチャージャ本体の操作を、船長は、岸壁で荷揚げ場所

の指示を、一等航海士は、船首甲板で作業に伴う船首と岸壁との間隔

の微調整をそれぞれ行っていた。 

二等機関士は、荷揚げ作業終了後のディスチャージャ本体及びホッ

パの固定作業（それぞれ左右舷側に１か所ずつの計４か所）を行って

いた。 

二等機関士は、乗組員全員が所持するトランシーバーにより、甲板

員から、あと１回のグラブでの海砂引き揚げで終了する旨を聞き、ホ

ッパの左舷側走行架台下部のホッパ固定場所に向かった。 

二等機関士は、荷揚げ作業が終了し、ホッパが動くことはないだろ

うと思い、固定器具に付けてあるボルトを抜いておこうと考え、ホッ

パ左舷側下部の通路に入り、ボルトを抜いていたところ、荷揚げ作業

が終了しておらず、ホッパがグラブ直下に向けて動き出し、１４時０

０分ごろホッパに取り付けられた鉄製はしごと通路の柵とに挟まれ

た。（写真２～５参照） 

写真２ ホッパ左舷側下部の通路 
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写真３ 固定した状態 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

写真４ 固定作業の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 荷揚げ作業中の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷揚げ作業中は、この状態で固定ボ

ルトがねじ込んである。 

鉄製はしごはこの間を船尾方に移動 
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 二等機関士は、固定場所の通路で倒れているところを荷揚げ作業を

終えて操作室から下りてきた甲板員に発見され、病院に搬送されて外

傷性頸
けい

動脈解離、中心性頸髄胸髄損傷及び多発肋骨骨折と診断され

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東北東、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

その他の事項 

 

 二等機関士は、ふだんは荷揚げ作業の終了を確認した後にホッパの

固定場所に入っていた。 

Ａ船押船列の荷揚げ作業では、終了時の無線連絡は行われておら

ず、二等機関士は、最後の１回で作業を終える旨の無線連絡を受けた

後、自身の判断で固定作業を行っていた。 

二等機関士は、Ａ船押船列に約１年間乗り組んでおり、仕事にも慣

れ、固定作業が終わった後も他の仕事があることから、早め早めに仕

事を行うように心掛けていた。 

唐津湾海区砂採取協同組合は、２～３か月に１回、航行、荷揚げ作

業等についての注意事項を告示書として船内従業員に配布しており、

荷揚げ作業中のディスチャージャ作業範囲内への立入りを禁止し、船

長も指導していた。 

二等機関士は、本事故当時、作業服と長靴に帽子を着用し、ヘルメ

ットは着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船押船列は、唐津港西港の岸壁において、右舷側を着岸して海砂

の荷揚げ作業中、二等機関士が、作業が終了したと思い込み、ホッパ

左舷側下部の通路に入り、固定作業の準備を行っていたことから、グ

ラブ直下に移動を開始したホッパに取り付けられた鉄製はしごと通路

の柵とに挟まれ、負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、唐津港西港の岸壁において、右舷側を着

岸して海砂の荷揚げ作業中、二等機関士が、作業が終了したと思い込

み、ホッパ左舷側下部の通路に入り、固定作業の準備を行っていたた

め、グラブ直下に移動を開始したホッパに取り付けられた鉄製はしご

と通路の柵とに挟まれたことにより発生したものと考えられる。 

参考  船舶所有者は、本事故後、次の改善措置を採った。 

 ・ホッパに取り付けられた鉄製はしごを撤去し、通路の安全を確保

した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、トランシーバーを活用して適切な作業指示を行い、乗組
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員の危険区域内への立入りを防止すること。 

・作業中は、ヘルメットを必ず着用すること。 

 


